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日米政府の戦略的投資イニシアティブの概要

協議委員会
（日米両国で構成）

①
協議

②プロジェクトを
大統領に推薦

④資金

JBIC出融資

民間金融機関融資
（NEXI保証付き）

⑤プロジェクト
からの

キャッシュ
フロー

投資委員会
（議長：米商務長官）

米国大統領

米国投資法人

（計 5500億ドル）

プロジェクト
※ 半導体や医薬品、エネルギー等の経済・国家安全保

障上重要な分野が対象。

③ 選定

日本

④土地、水、電力、
エネルギー、オフテイク
契約、規制面の対応等

協議委員会は戦略的及び
法的な考慮事項について
インプットを提供。

⑥ SPVから得られる資金を分配
（１）日本が提供した資金の元利返済相当

分（保証料含む）を確保するまで、
日米が50:50で分配、

（２）残りについては、米国側の様々な貢献
に鑑み、米国90％、日本10％で分配。

特別目的事業体（SPV）

日本企業

参画
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○ JBICに「日本戦略投資ファシリティ」を創設（2025年10月～2029年3月までの3年半）。
○ ９分野（注）を始めとする経済・国家安全保障上の重要分野における、日本企業の海外展開等を支援。これ
により、日本、及び米国を含む投資先国が、共に利益を得られる強靭なサプライチェーンを構築することを目指す。
（注） ９分野：半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、自動車、先端領域（AI・量子）

国 出融資
国際協力銀行（JBIC）

「日本戦略投資ファシリティ」

外
国
為
替

資
金
貸
付

民間金融機関

財
政
投
融
資

我が国が経済・国家安全保障
上利益を得られるような強靭な
サプライチェーンの構築等

出融資

国際協力銀行（JBIC）における「日本戦略投資ファシリティ」の創設

・半導体 ・医薬品
・鉄鋼  ・造船
・重要鉱物  ・航空
・エネルギー  ・自動車
・先端領域（AI・量子）

（例）
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「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」について

• 今後、日米間の戦略的投資イニシアティブに基づき、速やかに投資を促進していくことが求められる。また、日本企
業が戦略的な分野における海外展開を強化し、強靭なサプライチェーンを構築することは、我が国の経済・国家安
全保障を強化する上でも、極めて重要。

• これらを踏まえ、先般、政令を改正（９月２６日閣議決定）し、JBICによる先進国向けの事業等に係る業務
の対象を追加。

• 具体的には、先進国を仕向地とする輸出金融や、先進国における事業に関して行うことができる投資金融の対象
を新たに追加（下記）。

９分野
政令改正したもの（〇） （ - は政令改正が不要なもの）

輸出金融 投資金融

半導体 -

医薬 〇

鉄鋼 〇

造船 -

重要鉱物 〇 -

航空 -

エネルギー 〇 -

自動車 〇

AI・量子 -
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